
お 知 ら せ 

  
平成１９年６月の政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」と

それに基づく行政当局の方針、全国の都道府県での暴力団排除条例の施行などにより、信

用組合には反社会的勢力との取引解消に向けた更なる態勢整備が求められています。 

 当組合においても、定款に組合員について、その資格や除名に関する規定を設けるなど、

各種取引から反社会的勢力を排除するための取り組みを進めております。 

詳細については、下記のⅠ及びⅡに具体的に記載しておりますが、下記のⅠのいずれか

に該当する者は当組合の組合員となることはできません。また、組合員が下記Ⅱのいずれ

かに該当するときは総代会の決議により除名となることがあります。 

当組合では、今後も反社会的勢力を排除するための対応を徹底してまいります。 

 

Ⅰ 当組合の組合員となることができない者 

１ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構

成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、そ

の他これらに準ずる者（以下「暴力団員等」という。） 

２ 次に掲げる事項のいずれかに該当する者 

(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 

(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 

(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する

こと。 

(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしている

と認められる関係を有すること。 

(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべ

き関係を有すること。 

 

Ⅱ 総代会の決議により除名となることがある場合 

１ 自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いてこの組合の信用を毀損し、又はこ

の組合の業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

  ２ 加入申込書でしていただく、上記Ⅰの「１」及び「２」のいずれにも該当しないこ

との表明並びに将来にわたっても該当しないことの確約に関して虚偽の申告をした

ことが判明したとき。 
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反社会的勢力に対する基本方針 

 

 

当組合は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げ

る反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり基本方針を定め、これ

を遵守します。 

 

１ 組織としての対応 

当組合は、反社会的勢力による不当要求に対し、対応する職員の安全を確

保しつつ組織全体として対応し、迅速な問題解決に努めます。 

 

２ 外部専門機関との連携 

当組合は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追

放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築し

ます。 

 

３ 取引の未然防止を含めた一切の関係遮断 

当組合は、信用組合の社会的責任を強く認識し、その責任を組織全体で果

たすため、反社会的勢力との取引の未然防止を含めた一切の関係を遮断し、

反社会的勢力からの不当な要求には応じません。 

 

４ 有事における民事と刑事の法的対応 

当組合は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面か

ら法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。 

 

５ 資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与の禁止 

当組合は、いかなる理由があっても、反社会的勢力に対して事案を隠ぺい

するための資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与は行いません。 
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